
市長と井戸端会議
　市長が、市民の皆さんの声を直接お聞きします。皆さんのご参加をお待ちしています。

■対象　市内各地域で活動する自治会などのグループや団体

　　　　（１グループ当たり30分から１時間程度）

■日時・場所

　○４月17日㈪　９時～　　　東予総合支所
　○４月17日㈪　13時30分～　小松総合支所
　○４月18日㈫　９時～　　　丹原総合支所
　○４月18日㈫　13時30分～　本庁
■参加方法　４月７日㈮までに本庁シティプロモーション推進課か、参
　　　　　　加を希望される各総合支所総務課へ申し込みが必要です。

　　　　　　各場所３団体程度を予定。申し込み多数の場合は先着順。

■問合せ

○市庁舎本館４階

　シティプロモーション推進課

　TEL0897－52－1694

○各総合支所　総務課

※電話番号は15ページ

※「ようこそ市長室・移動

　市長室へ」は名称を変更

　しました。
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▲老朽化して危険な空き家は対策を！

申込方法

　申し込みの前に担当課で事前相談を受けてください。

相談時には、現状写真など現在の状態がわかる資料をお

持ちください。

※建物の状態によっては申し込みを受け付けられないこ

　ともありますので、ご了承ください。

申込先

　市庁舎新館３階　建築審査課　TEL0897－52－1554




